
 

 
 
 

 
 
 

 津幡町行政改革大綱の基本的な考え方には、 

とあるが、現実はどうだろう？ 
有権者の過半数を超える反対署名（14,561 筆）があっても、強引に推進されているボートピア津幡、町民へ 

の説明さえもいまだにされない現状は、大綱とは大きく矛盾しています。 

 ボートピア開設に向けて、水面下で開発行為の申請の準備作業が行われている今、その弊害について改めて考え、 

建設計画中止を求めることが必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                

 

 12 月議会に提出した請願４つは、賛成 4 人(前田、中村、塩谷、谷下)、反対 13 人で、すべて不採択になりました。 

 

２０１０年２月１０日 

 

 津幡町・市民グループ「風」 
ＮＯ．１３ 

 

・町議会常任委員会の傍聴を許可することを求める請願   
・（仮称）ボートピア津幡建設計画の中止を求める請願  
・町民の矜持が許さないボートピア設置計画の中止を求める請願  
・石川と富山を結ぶ主要幹線道路そばに誘致する（仮称）ボートピア津幡建設計画の白紙撤回を求める請願  
 

不採択 

 

地元対策費  
 ボートピア津幡の「地元対策費」はどこへ？ 

 

不動産事業などを営む「リビエラコーポレーシ

ョン」（東京）が東京国税局から総額20億円余り

の所得隠しを指摘された。（重加算税を含む追徴

税額は約9億円）20億円の中には、「ボートピア

横浜」開設をめぐる「業務委託料」名目の「地元

対策費」約2億円も含まれる。「地元の組の会長」

の弟が経営する不動産会社に「組関係の取りまと

めなど一切の件、お願いします。」との要望書が

渡されていた。 

リビエラグループの「丸金コーポレーション」

は故金丸信自民党副総裁の後援企業として知ら

れる。（2009年12月9日付朝日新聞・読売新聞） 

 

ボートピアは簡単には認可されないギャンブ

ル場。不明朗な「地元対策費」がつきものです。 

埼玉県嵐山
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 1997年9月8日夜8時過ぎ、ボートピアに反対

していた嵐山町議渋谷登美子さんは、訪ねてきた

見知らぬ男二人に金属の棒でいきなり手足をめ

った打ちにされた。その１０日前には別の女性が誤

認襲撃され、かかとが砕ける重傷を負った。暴力

団が執拗にボートピア誘致工作に関与し、傷害事

件まで起こしたということで、県警は特別捜査班

を設置した。民主主義に対するテロ、悪質で卑劣

な暴力事件として連日報道され、ボートピア計画

も消滅した。 

 

昨年6月、前田議員は渋谷さんと面談し、詳細に

経緯を尋ね、議会質問の了承を得、１２月議会でこ

の事件について、町長の見解を質したところ、町

長は、「当町では起こりえない。」と答弁した。 

しかし、町民の不安は、ぬぐいきれない。 

町政の情報を広く町民に提供し、理解と協力を得るとともに、寄せられた要望や課題を謙虚に受けとめ、町

民の自発的・積極的な参加と企業の地域社会における役割の重視等、町民・企業・行政が一体となり魅力あ

るまちづくりを推進する環境の整備に努める。 



４月１１日投票！ 
 

      
 

 求められる町長像は？ 
◎津幡町の将来に向けたビジョンを持つ町長 

◎情報を公開し、住民参画の町づくりを進める町長 

◎無駄遣いをなくし、健全な財政の町づくりをする町長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 津幡町長選挙一覧表 
 

 

選挙年 町長名 党派 投票率 

S29 村 佐一 改進党 無投票 

S33 村 佐一 自由民主党 無投票 

S37 久世 嘉與 無所属  36.8％ 

S41 酒井 長寿 自由民主党  58.3％ 

S45 矢田 剛   無所属  93.8％ 

S49 矢田 剛   自由民主党 無投票 

S53 矢田 剛   自由民主党 無投票 

S57 矢田 剛   自由民主党 無投票 

S61 矢田 剛   自由民主党 無投票 

H 2 矢田 剛   自由民主党 無投票 

H 6 矢田 剛   無所属 無投票 

H10 矢田 剛   無所属  55.9％ 

H14 村 隆一 無所属  65.2％ 

H18 村 隆一 無所属  47.9％ 

あなたの一票が 

この津幡町を変える 

第一に、誰にも親しまれ、人望があり、人格卑しから

ず、高い見識を持ち・清廉潔白・公明正大・特定の政治

勢力に組することなく公正中立であることや自らの過

ちを素直に認められる人であります。 
その上で、わが国の憲法に明確に示されている「主権

在民」という精神を自らの哲学として備えていること、

加えて自らを公僕と自認している人であります。 
（津幡地区 ６０代 男性） 

 

高齢者、障害のある人、子ども

たちに、暖かい眼差しを持った

人。教育に重点を置く人。ボート

ピアに反対し、津幡の素敵な環境

を守ってくれる人。 

（津幡地区 ６０代 女性） 

私は、他市から移ってきて

40 年になる。子や孫は津幡っ

子である。緑豊かな津幡町を自

分や子、孫のふる里として愛し

ていきたい。 

町長には、町民が愛すること

のできる町づくりを目指し、と

もに造っていける人を望む。 

（津幡地区 ６０代 女性） 

自分の考えをしっかり持

っている人。 

（津幡地区 ８０代 女性） 

行き当たりばったりの事業はごめんだ。大きなビジ

ョンを持ち、それを軸に互いが連動しあい、高まって

いくことに意義を見つける町づくりをして欲しい。 

（中条地区 ４０代 女性） 

 
昨年秋頃から、町民の知らない間におかしなことが起

きている。村町長の３選出馬がなく、町長に S 県議、そ

して Y 元県議が県議に返り咲くという話である。 

S 県議は任期を１年残して、深まる不信感と混乱と醜

態の度が強まる町政を本当に担当しようというのだろ

うか。町内外から多くの支持を得て当選した県議の職責

とはそのように簡単に投げ出してよいものか。 

新聞によるとまさかの話がでている。全く町民をバカ

にしている。 

           （井上地区 ７０代 男性） 

 

夢と希望

を 持 て る

人。 

2 月７日の北國新聞を見て驚いた。村町長が不出馬を正式表明

するはるか以前から、次期町長に桜川県議、その空席に矢田元県

議といううわさがささやかれていたが、その通りのことが書かれ

ていた。しかも、うわさでは町長選出馬は本人の意志ではないと

いう。 

一体、議員というものをなんだと思っているのか。首長・県議

の「ポストのたらい回し」で政治を私物化しようとする者が本当

にいるのなら、そういう者は絶対に公職につけてはならない。 

             （井上地区 ５０代 男性） 

誠実な人。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新年度から国民健康保険税 9.3％値上げ？（一人平均 8,573 円増 / 年） 
【理由】医療費が年々上昇し、国保特別会計は 2002 年度から赤字傾向となっている。後期高齢者医療制度

の支援金、介護保険制度の納付金も増加し、来年度には単年度収支で 9500 万円の赤字が見込まれ

13.6％の引き上げが必要だが、急激な負担増加を軽減するために 7 割相当分 9.3%の増額になる。 
 

【年間保険税額はどれだけアップ？】対象世帯数 4084  
例：年収 421 万円 3 人世帯（夫 42 歳、妻 38 歳、子 15 歳）の場合 

現行 38 万 5500 円→44 万 2000 円（5 万 6500 円増） 

例：年収 200 万円 1 人世帯（30 歳）の場合 

現行 13 万 6700 円→15 万 4700 円（1 万 8000 円増） 

例：年金収入 2 人世帯（夫 69 歳 153 万円、妻 66 歳 120 万円）の場合 

現行 3 万 7500 円→4 万 2900 円（5400 円増） 

ボート

ピアは

NO 

常識のある人。 

（英田地区 ４０代 女性） 

みんなが知りたいー津幡町の国民健康保険事情ー 

河村名古屋市長が提案した、市民税 10％

減税に驚いている。さらに、市長給与年収

2,700 万円を年収 800 万円に下げ、4 年

ごとの退職金 4,220 万円を全く廃止する

と打出している。有言実行の政治姿勢に大

きなエールを贈るとともに、津幡の新しい

町長にもそういう姿勢を望みたい。 

（笠谷地区 ４０代 男性） 

金沢からこの津幡町に引っ越して、本当に良かったと

思えたのは、静かで、安全で、子どもたちの育つ環境を

親の手で整えていけると思えたからだった。そうして、

まがりなりも、子どもを育ててきた。この通信の紙面を

借りて、この町の保育園や学校、学童保育や地域の方々

に、心より感謝したい。 

 いま、わが子が成人し、わが子もまた、この津幡町で

暮らしていくという選択をしているが、果たしてわたし

と同じ思いに立てているのかどうか、心配である。 

  

「ボートピアのある町・・・」、これは、「町民の意向

が無視される町」と同じ事を意味するのではないか。な

ぜなら、ボートピアは、全国どこでも、例外なく、住民

の反対に遭う。住民が自らの住環境に博打場を誘致する

ということはあり得ないのである。しかしながら、この

津幡町では、住民の過半数の反対署名がありながら、村

隆一町長は「それでもボートピアを作りたい」と言い切

り、町民の意志を完全に無視した。そして、当時のＰＴ

Ａ執行部も、ＰＴＡ会員の望みとは逆に、建設反対の立

場に立たなかったと聞いている。子どもの育ちの環境に

ボートピアが誘致されることを看過してしまうというＰ

ＴＡ執行部、全国でも珍しいケースであろう。 

 

まずは、ボートピアに反対する議員を選ばなくてはな

らない。それこそが、住民の幸せに生きる権利のために

尽力する議員の最低限必要な資質であるからだ。町長も

しかりである。派閥推薦で派閥の言うなりの町長は、自

分の意志すら持たない。こんな町長など、津幡町には必

要ない。税金の無駄遣いの最たるものだ。本当に必要な

議員・町長とは、住民の思いに寄り添い、住民の幸せに

生きる権利の全うのために献身できることが最低限の資

質である。 

  

住民の幸せよりも、自分たちの利益を優先する議員・

町長は、時代錯誤も甚だしく、そんなものは津幡町には

いらないのである。もはや、そんな役立たずを税金でま

かなう余裕は、この津幡町には無い。 

（中条地区 ５０代 男性） 

政権が変わった今、国からお金をもら

うことばかり考えていてもだめだと思

う。国や県からの補助金に頼らず、借金

に頼らず、本当に町民が望むことに目を

向け、国がやってくれなければ、自分た

ちで節約し工夫してやっていく、という

やる気のある町長を望む。 

   （英田地区 ３０代 女性） 

 

ギャンブル場で町おこし？ そんなこと

より、まず無駄を省き、事業仕分けをやる

べきだ。 

（倶利伽羅地区 ６０代 男性） 

 
もっと女性を活かして欲しい。

今の時代に、役場に女性課長が 

ひとりもいない町なんて。 

（津幡地区 ５０代 女性） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 1 月 26 日放送の NHK「クローズアップ現代」で、津幡町の水野スウさん編・著の『ほめこ

とばのシャワー』という冊子が、その活動と共に大きく取り上げられました。「頑張れ」と追い立てられ

苛立ちや悲しみを抱えながら懸命に生きている人々の心に、温かさや励ましや勇気を贈っているという内

容で、放送後には全国から大きな反響があったということです。多くの人が繋がりや温かな心を求めて生

きている、ということではないでしょうか。 

 ４月に町長選挙が行われます。これを機に町が変わってほしいとの声を沢山聞きました。利権に走るの

ではなく、町民と共に歩むリーダーが欲しい。そして、私達一人ひとりがほっこりと温かな心で生きるこ

とができる社会を共に歩んでいければと思います。 

 

 

「風つうしん」は、会員の会費の他に、みなさまからの温かいカンパによって支えられています。どうぞ、 

カンパにご理解とご協力をよろしくお願いいたします。10～12 月の会費とカンパは、53,381 円でした。 

郵便振替によるカンパ受付→【郵便振替口座 00750-０-94900 井上俊子】 

風ホームページのご案内  
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津幡町市民グループ風 検索 

こんどう和也衆議院議員の 

国政報告会 
  ＆ 

ふれあいトーク 
   
 日時：2010年３月６日（土） 

      午後７時 ～ ９時 

 場所：シグナス パソコン室 （１階） 

 主催：こんどう和也津幡後援会 

      

住民訴訟（津幡町議の政務調査費返還請求）中間報告 

 第 5 回審理が、1月 15 日、傍聴人が見守る中で行われた。 

 「風」は、8名の町議の 5年間分の政務調査費について、議員別、年度別、科目別の詳しい 

違法事由一覧表を作成し、津幡町に領収書の提出を求めた。 

  町側弁護士は、2月 25日までに対応（提出）すると答えた。領収書の提出でようやく支出 

の有無や、使途、支出先のチェックが可能になる。 

  次回の裁判（審理）は 3月 26日（金）午後3時 30分からの予定。傍聴できます。 

 

どなたでもお気軽にどうぞ。質問も大歓迎！ 




